
熊本県土木部 建築住宅局「建設現場における快適トイレ等設置要領」の概要

１ 目的

男女ともに働きやすい環境を整備するため、建設現場に快適トイレ等設置を推進する。

２ 快適トイレ等の概要

※快適トイレ仕様を満足しない

３ 発注者の費用負担

次の経費を設計変更の対象として共通仮設費に積み上げる。運搬・設置工事費は対象外。

①快適トイレ （リース料金－10,000）円／月 ※上限 51,000 円／月

②快適トイレ・男女一体ハウス型（リース料金－10,000）円／月 ※上限 102,000 円／月

③女性用トイレ リース料金 円／月 ※上限 10,000 円／月
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